
✔事後確認とは 

経済連携協定又は一般特恵関税制度の下で、特恵税率を適用して輸入

申告された貨物について、各経済連携協定及び関税関係法令の規定に

基づき、輸入通関後にその貨物が相手国の原産品であるか否かについて

の確認を行うことをいいます。

✔事後確認の目的 
経済連携協定又は一般特恵関税制度を利用して特恵税率を適用する

ためには、輸入する貨物が相手国の原産品である必要があります。

事後確認においては、輸入申告された貨物が原産品であることを確認

することによって、特恵関税制度の適正利用の確保を目的としています。

１

特恵税率適用に関する「事後確認」の実施について



✔事後確認の実施方法
輸入者に対する事後確認は、原則として、書面による情報提供要請により実施されます。

税関は、輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された貨物が相手国の原産品であるか否かを確認します。

２

・当該貨物が原産品であるか否かを確認するために、質問書への回答と

 併せて回答の根拠となる資料を提出していただきます。

・税関への回答期限は、質問書に記載されています。基本的に質問書到着

の日から30日となります。

輸
入
者

質問書への回答と回答の根拠となる資料の提出２

・税関から輸入者に、確認の対象となる貨物及び確認内容が記載された質問書を送付します。

税
関

質問書の送付１

結果の通知３

・輸入者からの回答によって、税関が原産品であることを確認できた場合には特恵関税の適用が是認されます。

・輸入者が回答をしない場合や情報不十分の場合には、特恵税率の適用が否認されることがあります。

・回答内容によっては、税関から取引相手である輸出者や原産地証明書の発給機関に対し情報提供要請や現地へ

の訪問検証を行う こともあります。

・特恵税率の適用が否認されることとなった場合、事案の内容に応じて、過少申告加算税等の対象にもなります。



（参考）「事後確認」に関するＱ＆Ａ ①

Ａ 特恵税率は原産品である貨物に対してのみ適用されるものであり、輸入者は納税義務者、特恵税率の適用により

直接便益を受ける者として、貨物の原産性を証明する義務があります。手元に資料がない場合には、輸出者から貨物

の原産性に関する情報を入手していただき、それを基に税関への回答をお願いします。なお、企業秘密等の理由により

輸出者から 情報が得られないような特別な事情がある場合には、税関にご相談ください。その場合には、税関から取引

相手である輸出者等に対して事後確認を実施することがあります。

Ｑ 第三者証明制度の場合には、貨物の原産性は原産地証明書によって既に証明されているのではないか。

世界的なＥＰＡの増加等により、相手国の発給機関において十分な原産性の審査がなされないまま、原産性のない

貨物に対して原産地証明書が発給される事案や、偽造の原産地証明書が税関に提出される事案が発生しており、

特恵関税制度の適正利用の確保を図っていく観点から、第三者証明制度の場合であっても事後確認が必要となります。

前述のとおり、輸入者には納税義務者、特恵税率の適用により直接便益を受ける者として、貨物の原産性を証明する

義務があることから、特恵関税の適用に際しては、原産性のある貨物に対して原産地証明書が正規に発給されている

のかをよくご確認ください。 ３

輸出者から送付された原産地証明書によって特恵税率を適用しており、輸入貨物が原産地規則を満たす原産品である

かどうかを確認するための資料が手元にない。事後確認の要請に対してどのように対応したらよいか。
Ｑ１

２

Ａ



特恵税率の適用を受けようとする貨物について、原産地規則を満たす相手国の原産品であるかどうかを、必要に応じて

原産性を疎明する書類を入手するなどして、輸出者等に事前によく確認した上で、特恵税率の適用を申告してください。

なお、事前教示制度を利用すれば、輸入申告前に貨物の原産性について税関から回答が得られるため、円滑な通関が

確保できます。

４

（参考）「事後確認」に関するＱ＆Ａ ②

「事後確認」の結果、特恵税率を適用して輸入した貨物について、事後に特恵否認される事態を避けるためにはどうした

らよいか。
Ｑ４

Ａ

質問書に回答する際に提出する根拠資料はどのようなものか。Ｑ３

Ａ
原産品であることの根拠資料として、確認の対象となる貨物の生産に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造

工程表等の資料を提出いただく必要があります。また、原産性を確認するため、当該貨物の品目別規則等に応じて、

当該貨物の材料の生産者・製造者まで遡って、製造工程や材料一覧等の詳細な根拠資料を提出していただく可能性

があることにご留意ください。



５

その他、「事後確認」に関する具体的な手続等についてお知りになりたい
場合は、下記の各税関の原産地調査官部門までお問い合わせください。

税関 メールアドレス 電話番号
函館税関
東京税関
横浜税関
名古屋税関
大阪税関
神戸税関
門司税関
長崎税関

沖縄地区税関

hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp

tyo-gyomu-origin@customs.go.jp

yok-gensanchi@customs.go.jp

nagasaki-gensanchi@customs.go.jp

oki-9a-gensanchi@customs.go.jp

nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp

osaka-gensanchi@customs.go.jp

kobe-gensan@customs.go.jp

moji-gyomu@customs.go.jp

0138-40-4255

03-3599-6527

045-212-6174

052-654-4205

06-6576-3196

078-333-3097

050-3530-8369

095-828-8801

098-943-7830
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